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令和７年度 運動指導実施業務委託＜チャレンジ運動講習会＞実施の流れフロー図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

委託業者 

（健康運動指導士等） 

① 申込 ＊原則実施日の1か月前まで 

④実施日時、当日担当者の連絡。 

実施に向けての打合せ。 

（決定後、概ね1週間以内に電話等） 

＊実施日が１か月以上先の場合は、実施

の１～２週間前に再度連絡をとり、最

終調整を行う。 

⑥必要に応じて、打合せ 

⑦運動指導実施 

１団体あたり原則１回 

・ヘルスチェック 

・健康づくりのための講話 

・運動実技指導 

・アンケート 

・資料配布 

②申込受付 

・実施内容の確認等 

・申込者に連絡 

（事業案内・受託業者からの連絡等について） 

申込者 

（事業所・自治会等） 

⑤速やかに実施日時の連絡 

（③から原則1週間以内。） 

⑧報告書等提出 

＊実施日から10日以内。FAX可。 

⑨請求  

＊実施翌月10日まで 

＊報告書原本、アンケート提出 

③申込書をFAXまたは

メール送信 

（状況により、TEL又は 

メールで打合せ） 

 

健康推進課 

適宜、打ち合わせ 
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申込者 

（各区保健福祉センター健康課） 

委託業者 

（健康運動指導士等） 

①教室の日程、 

 健康課の担当・ 

連絡先の送付 

 

②速やかに実施日時の連

絡 

（①から原則1週間以内。実施

日まで1か月以上ある場合、担

当者名は1か月前までに決定

し連絡） 

⑦報告書等提出 

＊実施日から10日以内。

FAX可。 

⑧請求  

＊実施翌月10日まで。 

＊報告書原本同封 

適宜、打ち合わせ 

事業調整 

健康推進課 

③実施日時、当日担当者の連絡 

実施に向けての打合せ。 

（決定後、概ね1週間以内に電話・メール等） 

＊実施日が１か月以上先の場合は、 

実施の１～２週間前に再度連絡をとり最終調

整を行う。 

④必要に応じて、打合せ 

⑤運動指導実施 

⑥2回目以降の打合せ※健康運動サポータ

ー養成教室のみ 

（教室終了後直接・随時） 

＊2回目以降が1週間以上先の場合は、実施の７日

前に再度連絡をとり最終調整を行う。 


